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生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げにげにげにげに強強強強くくくく反対反対反対反対するするするする会長声明会長声明会長声明会長声明 

 

１ 財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は、本年１０月２２日、財政制度

分科会を開き、生活保護の支給額見直しについて、２０１３年度から物価下落に見

合った引き下げが必要との見解で一致した。本年１１月末に財務大臣への答申によ

って、今後、財政再建を理由として、生活保護基準の引き下げが来年度の予算編成

の課題とされる懸念が高まっている。 

 

２ しかしながら、生活保護基準は、いうまでもなく国民の生活を支える「最後の

セーフティネット」として、憲法２５条が保障する「健康で文化的な最低限度の生

活」の基準である。生活保護基準が下がれば、生活保護によってかろうじて日々の

生活をつないでいた２１２万４６６９人・１５４万９７７３世帯（本年７月のわが

国の生活保護受給者数）の者だけに影響が出るだけではない。平成２２年４月９日

付の厚生労働省の発表によれば、わが国の生活保護の「捕捉率」（制度の利用資格

がある者のうち現に利用できている者が占める割合）が１５．３％～２９．６％と

推計されていることからすると、少なくとも、今後、生活保護の利用を行う可能性

がある約７００万人もの生活にも影響が生じることとなる。 

 また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、国民健康保険の保険料・一部負担

金の減免基準、介護保険の利用料・保険料の減額基準、障害者自立支援法による利

用料の減額基準、生活福祉資金の貸付対象基準、就学援助の給付対象基準など、医

療・福祉・教育・税制などの多様な施策にも連動する。生活保護基準の引き下げは、

これらの施策を利用している低所得層の人の生活にも重大な影響を与えることに

なる。 

 

３ 加えて、生活保護基準の引き下げにより、最低賃金の引き上げ目標額は下がり、

「ワーキングプア」と呼ばれる最低賃金の水準で稼働するアルバイト・パートタイ

ム・派遣社員・契約社員など、現在、労働者全体の３５％を超える非正規労働者の

生活にも大きく影響を及ぼす。 
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 これまでは、正規雇用が中心であったが、昨今の雇用の多様化により非正規雇用

が増加し、最後のセーフティネットである生活保護の利用が増加したことは否めな

い。また、高齢化が急速に進んでいる一方で、年金制度による社会保障機能が脆弱

であり、年金のみによる生活ができないため、やむなく就労し、若しくは求職活動

をしながら、生活保護を利用する高齢者もいる。特に、就労による給与を得ていて

も、その額が生活保護基準に満たないことから、やむなく生活保護を利用している

者は、生活保護基準の引き下げがなされれば、生活保護費と最低賃金の低下により、

両面から収入が低下するという事態も予想される。   

 

４ このように、生活保護は、わが国の非常に多くの者の日々の生活に様々な形で

大きな影響を与えるものであり、憲法の定める生存権保障の基盤である。昨今、貧

困や格差が拡大し、生活に困窮する人たちの施策や対策が不十分である状況に鑑み

れば、むしろ、今こそ、最後のセーフティネットとされる生活保護制度の積極的な

運用が期待されるところである。実際に、生活保護は、多くの人たちの生活を支え、

生存権を保障する重要な役割を果たしている。 

 生活保護基準の見直しは、国民各層の意見を十分に聴取・検討したうえで、多角

的かつ慎重に決せられるべきものであって、決して、財務省が、「財政再建ありき」

で政治的に決することが許されてはならない。 

 以上の次第で、本会は、厚生労働省・財務省が、財政再建を理由として、生活保

護基準を引き下げることに強く反対するものである。  

 

              ２０１２年（平成２４年）１１月５日 

                              兵庫県弁護士会 

                 会 長  林     晃  史 


